
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２６年１２月　１日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

7   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 1号機
タービン建屋地下１階南西側監視カメラ（建屋内状況確認用）において、監視映像が映らない事が認め
られたため、当該監視カメラを点検・修理。

対象外

2 1号機
残留熱除去機器冷却海水系（Ａ）非常用ディーゼル発電設備冷却系熱交換器入口海水配管自動空気
抜き弁点検において、弁シート部に変形が認められたため、当該弁を交換。

ＧⅢ

3 4号機
非常用ガス処理系スペースヒーター用ファン（Ｂ１）電動機において、運転時に過負荷警報発生とともに
機器の停止が認められたため、原因調査。

ＧⅡ

4
1･2号廃棄物

処理設備

廃棄物処理建屋監視カメラ（建屋内状況確認用）点検において、監視装置不良（ネットワークディスクレ
コーダーの監視カメラ及びハードディスク認識不良、映像不良）が認められたため、当該監視装置を点
検・修理。

対象外

5
3･4号廃棄物

処理設備
高電導度廃液系濃縮装置（Ａ）復水器冷却水流量計において、指示不良（装置停止状態にもかかわら
ず、流量４０～５０ｍ３／ｈを指示）が認められたため、当該流量計を点検・修理。

ＧⅢ

6
3･4号廃棄物

処理設備

交流１２０Ｖ計測用分電盤３ＷＡ仮設電源布設作業において、分電盤３ＷＡ回路Ｎｏ．１２の負荷と、分
電盤３ＷＳ回路Ｎｏ．７８の負荷が入れ替わっている（制御展開接続図と相違）事が認められたため、当
該原因を調査。

ＧⅢ
H27.3.26再審議

にてグレード
変更ＧⅡ→ＧⅢ

7 その他
プラスチック固化装置運転日誌の「硬度の平均値」において、放射性固体廃棄物管理支援システムの
リプレイス前後で平均値の端数処理に相違があることが認められたため、対応検討。なお、法令に基
づく報告事項に該当せず。

ＧⅢ

平成２６年度　不適合管理委員会報告情報（平成２６年１２月　１日（月）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

区分　Ⅲ：

そ の 他：

区分　Ⅰ：

区分　Ⅱ：


